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「政策ライブトーク～地球環境問題～」（平成１９年７月）
 「鴨下大臣と語る

 
希望と安心の国づくり」（平成20年2月）

 （環境省）

国民対話で出された意見・提案 政策等への反映状況

• 一番いいのはエネルギー

 が必要ない自転車。現在

 は自転車道が整備されて

 いない。全国にサイクリン

 グロードを整備してほしい

• コンパクトシティの推進に

 当たっては、街づくりのイ

 ンセンティブを用意してい

 ただきたい。

○自転車の利用促進、コンパクトな街づくりについて
・

 

環境省では、国土交通省との連携により、低炭素地域づくり面的対策推進事業

 
において、公共交通や自転車の利用促進や自然資本・未利用エネルギーを活用

 
した地域づくりのためのCO2削減シミュレーションを通じた計画策定を支援してい

 
るところです。平成20年度は全国25箇所のモデル地域において、自転車利用促

 
進策の検討やコンパクトシティ実現のための公共交通利用促進策の検討などが

 
進められています。こうした検討の結果を踏まえて、今後、自転車の利用を促進

 
するための様々な事業を地域で実施していくことが期待されています。

・ 全国25箇所のモデル地域において低炭素型のまちづくりの計画策定を支援して

 
おり、21年度からは計画に位置づけられた事業への支援も予定しております。こ

 
うした取組を通じて中心市街地に活気を取り戻し、子供やお年寄りも安心して暮

 
らせるような、環境にやさしいコンパクトなまちづくりのモデルを全国の都市に広

 
げていく予定です。

○「京都議定書目標達成計画」（平成20年3月28日閣議決定）
・

 

地球温暖化対策については、京都議定書の６％約束の確実な達成のため、あら

 
ゆる分野において対策を強化すべく、平成20年３月に京都議定書目標達成計画

 
を改定しました。

・

 

同改定計画においては、国民運動のみならず、産業界における自主行動計画

 
の拡大・深掘り、工場・事業場の省エネ対策の徹底、トップランナー基準による自

 
動車の燃費の改善、事業者に対して求められる措置を示した排出抑制等指針の

 
策定などを始めとして、産業部門や運輸部門を含めた各部門の対策が盛り込ま

 
れているところです。

• 環境省は部門別に最も効

 
果の大きい産業、運輸に

 
手を打っていない。効果の

 
少ない家庭部門について

 
の国民運動では実効性が

 
少ない。
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• ワーク・ライフ・バランスに

 関し、特に男性の働き方の

 改革を進め、夫婦で子育

 てできるような国にしてほ

 しい。

○「子どもと家族を応援する日本」重点戦略を取りまとめ（平成19年12月）
・「就労と結婚・出産・子育ての二者択一構造」の解消が必要であるとし

 
た上で、働き方の見直しによる仕事と生活の調和の実現、多様な働き

 
方に対応した保育サービスなどの子育て支援策の再構築という２つ

 
の取組を「車の両輪」として推進。

・児童福祉法や次世代育成支援対策推進法の改正法案が成立。
・社会保障審議会において、重点戦略の指摘を踏まえた制度設計につ

 
いて検討。

○「仕事と生活の調和憲章」及び「行動指針」を策定（平成19年12月）
・憲章及び行動指針に基づき、働き方の見直しを官民一体となって推進。
・仕事と生活の調和を推進していくための中核的な組織として、平成20 
年1月、内閣府に「仕事と生活の調和推進室」を設置。

・平成20年4月、官民トップ会議の下に「仕事と生活の調和連携推進・評

 
価部会」を設置

○「新待機児童ゼロ作戦」を取りまとめ（平成20年2月）
・保育サービスを量的に拡充するとともに、家庭的保育など保護者や地

 
域の事情に応じた保育の提供手段の多様化。

・小学校就学後まで施策対象を拡大（放課後児童クラブ）。
・都道府県に「安心こども基金(仮称)」を創設し、保育所等の整備の前倒

 
し実施を図る。

• 「待機児童ゼロ作戦」を実

 施しているにもかかわらず、

 長い間保育施設が不足し

 ている状況はおかしい。待

 機児童を本当にゼロにし

 てほしい。

「上川大臣と語る
 

希望と安心の国づくり」
 （平成19年10月、内閣府）

国民対話で出された意見・提案 政策等への反映状況
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「渡海大臣と語る
 

希望と安心の国づくり」
 （平成19年11月、文部科学省）

• 子供と向き合う時間が教

 員にはない。日々努力して

 いる教員に対して報われ

 るようにしてほしい。

• 子どもと向き合う時間を確

 保するために、学校の事

 務職員の体制についてど

 う考えるか。

• 「子どもと向き合う時間の

 拡充」に向けて、更なる努

 力を希望します。世論形成

 が必要かと思います。

○教員が子どもと向き合う環境づくり
・

 

子どもたちの学力の向上と規範意識の育成を図るためには、教員が子ども一人

 
一人に向き合う環境をつくることができるよう、学校現場で日々頑張っている教員

 
を支援する体制が必要です。

・

 

一方、財政健全化努力を継続し、行政改革や歳出・歳入一体改革を徹底して進

 
めることは必要なことであり、行革推進法第５５条第３項には、平成１７年度と平

 
成２２年度を比較して、「公立学校の教職員その他の職員」の総数について児童

 
生徒の減少に見合う自然減（教職員定数の自然減）を上回る純減を行うこととさ

 
れています。

・

 

このため、平成２１年度予算案においては、行革推進法の範囲内で定数増８００

 
人を含む１０００人の教職員定数の改善をはじめとして、１４０００人の退職教員等

 
外部人材活用事業ｰサポート先生の配置ｰ、約５６００カ所の学校支援地域本部

 
の設置などを計上しているところであり、これらの取組みを通じて、信頼される公

 
教育の確立に取り組んでまいりたいと考えております。

•
 

教員の免許更新制のイメ

 ージがわかない。制度の

 内容や趣旨についてわか

 りやすく説明してほしい。

○免許更新制について
・

 

免許更新制については、その具体的な運用方策について、中央教育審議会教員

 
養成部会において報告をとりまとめたところであり、文部科学省では、この報告を

 
踏まえて平成２０年３月に関係省令の整備を行いました。

・

 

現在、免許更新制について理解が図られるよう、国民の方々への情報提供とし

 
て、①政府広報番組による教員免許更新制に関する周知、②文部科学省ＨＰへ

 
の各種資料の掲載、などを行っているところです。

・

 

また、関係諸機関への周知として、①法令関係改正通知の送付、②国公私立の

 
各学校への解説書の送付、③教育委員会・大学等向け説明会の開催、④教育委

 
員会・大学等が開催する協議会等への講師派遣、などを実施しております。

・

 

加えて、文部科学省（教職員課）で個別の問い合わせに対する相談体制を設け

 
て、各種問い合わせに対応しているところです。

国民対話で出された意見・提案 政策等への反映状況

４



• 学習指導要領の改訂時期

 の前倒しについての考え

 方はどうか。

○学習指導要領改訂時期について
• 新学習指導要領の全面的な実施は、小学校は平成23年度から、中学校は平成

 
24年度からですが、平成２０年度中に改訂の趣旨について、関係者の共通理解

 
や必要な準備を行った上で、平成21年度から可能なものは先行して実施すること

 
としています。

• 今回の移行措置は、初めて移行期間中から小学校の総授業時数を増加させた

 
り、算数・数学、理科等の指導内容の充実を図るものとなっていることから、文部

 
科学省としても移行措置を含め、新学習指導要領の円滑な実施のため、算数・数

 
学、理科の補助教材の作成・配布をはじめとした条件整備に努めてまいります。

○

 

いじめ問題への対応
・

 

すべての関係者がいじめの問題の重大性を認識し、意識を高めることが重要で

 

あり、学校においては、いじめが起こらない環境づくりに取り組んでいます。いじ

 

めは決して許されないことであり、いじめの兆候をいち早く把握して迅速に対応す

 

る必要があります。また、いじめの問題が生じたときは、その問題を隠さず、学

 

校・教育委員会と地域・家庭が連携して対処していくよう徹底を図ってきました。

・

 

いじめの実態をより適切に把握するため、いじめの定義や調査方法を見直し、ア

 

ンケート調査など、児童生徒から直接状況を聞く機会を設けたり、「いじめの問題

 

への取組についてのチェックポイント」の提示や「いじめ問題に関する取組事例

 

集」の作成を通じて、いじめの早期発見に向けた学校や教育委員会の取組の充

 

実を促してきました。

・

 

これまでも、いじめなど問題行動等の未然防止、早期発見・早期対応など、児童

 

生徒の支援を行うための効果的な取組について調査研究を行ってきましたが、平

 

成２０年度から新たに、「いじめ対策緊急支援総合事業」を実施し、学校だけでは

 

解決困難ないじめ等の問題行動等に対応するため、外部の専門家等からなる

 

チームの設置・派遣のあり方についての調査研究等を行っています。

• 社会全体でいじめが起こら

 ない環境をつくるべき。

• いじめの再定義や調査方

 法の見直しは結局机上の

 空論に過ぎない。現場の

 教員さえキャッチできない

 現状のアプローチはもっと

 別の方法が必要だ。

• いじめ問題は学校の中だ

 けでは対応できないと思う

 ので、他省庁も含めて対

 応すべき。

• 特別支援教育について、

 先生と家庭が協力し合っ

 て子供をサポートする体制

 が重要である。

○特別支援教育のサポート体制について
• 特別支援教育は、平成１９年４月１日に施行された改正学校教育法により、本

 
格的に実施され、「特別支援教育体制推進事業」を通じ、特別支援教育の体制整

 
備に努めてきたところです。平成２０年度は、大学教員や医師等による巡回指導、

 
教職員等に対する研修や保護者等に対する理解・啓発に関する事業を「発達障

 
害等支援・特別支援教育総合推進事業」において実施しています。また、学校生

 
活上の介助や学習活動上の支援を行う「特別支援教育支援員」の地方財政措置

 
も拡充しました。（※２０年度

 

支援員30,000人相当（１９年度21,000人相当））

５



「若林大臣と語る
 

希望と安心の国づくり」
 （平成19年12月、農林水産省）

• 鳥獣害について、林業や

 農業との共生について教

 えてほしい。

○

 

「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置法」
本法律は、鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための施策を総合的に

 
推進するため、19年12月に制定され、20年２月に施行されました。併せて農林水

 
産大臣による基本指針が公表されました。今後、市町村等による被害防止計画

 
の作成と実行をお願いすることになります。

○ 平成20年度鳥獣被害対策関連予算
・

 

鳥獣害防止総合対策事業（生産局）

 

28億円

・

 

森林・林業・木材産業づくり交付金（林野庁）

 

97億円の内数

• 木を使うことについて、公

 共事業や学校など大きな

 ところで使うように働きか

 けてほしい。

○

 

公共事業・公共施設における木材の積極的な利用
公共事業や公共施設において、木材を積極的に利用することは、日常の中で木

 
材に触れる機会を増やすとともに、民間への波及効果も期待されます。このため、

 
①「農林水産省木材利用拡大行動計画」を策定し、自ら率先して、庁舎や補助事

 
業対象施設の木造化・内装木質化を推進するとともに、②木材利用推進関係省

 
庁連絡会議を通じた、関係省庁への働きかけに努めているところです。

○

 

「木材利用拡大行動計画」（平成１５年８月策定）
木材の利用推進にさらに取り組むこととして、目標などの見直しを行い、平成２０

 
年５月に改正しました。

• 運動により広く知ってもら

 い、その次の段階としては、

 実のあるものにしてほしい。

• 目標をしっかり達成する様

 に色々と努力されたし。

 （具現化の努力を）

○「京都議定書目標達成計画」（平成20年3月28日閣議決定）
本年から京都議定書の第１約束期間が始まり、6％削減約束の達成に向け、森

 
林吸収量により3.8％に相当する1300万炭素トンを確保することが、改めて政府

 
目標として位置づけられました。目標達成のためには、従来35万ヘクタール程度

 
で推移してきた間伐実施面積を55万ヘクタールまで引き上げる必要があり、20年

 
度は546億円（19年度補正含む）の追加的予算を確保したところです。

○「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」（平成20年5月16 
日公布・施行）

本運動の現場への浸透を図り、間伐等森林整備の着実な実施に結びつけるた

 
め、全国キャラバンの展開など現場実務者に対する働きかけを強化しているとこ

 
ろです。

国民対話で出された意見・提案 政策等への反映状況

６



「舛添大臣と語る
 

希望と安心の国づくり」
 （平成20年1月、厚生労働省）

• 産科・小児科を中心とした

 医師不足問題について、

 地域に必要な医師が確保

 できるよう、病院勤務医の

 負担軽減、医師養成課程

 での工夫等に取り組んで

 ほしい。

• 産科医師不足に関する対

 策として、女性医師の働き

 やすい職場環境の整備や

 院内助産所の開設を増や

 す等の助産師の活用を

 図ってはどうか。

国民対話で出された意見・提案 政策等への反映状況

７

○産科・小児科を中心とした医師不足問題について
・

 

国民対話を受け、産科医療機関の分娩の休止状況等に関する全国調査を行い、
特に支援の必要な医療機関に対しての産科医の派遣を行うなど、地域においてお
産の継続が可能となるよう対応しました。

・

 

産婦人科、小児科などを中心に、地域に必要な医師を確保していくため、（１）平
成21年度の大学医学部定員を693人増員し、8，

 

486人としました。（２）平成21年度

予算案において、医師確保対策や救急医療対策の予算を大幅に増額し、前年
のほぼ倍の428億円を計上 しています。

・

 

昨年４月より実施された診療報酬改定では、産科や小児科をはじめとする医師
不足の現状を踏まえ、病院勤務医対策に1500億円を充てています。

・

 

助産師を活用するため、平成２０年度より、産科を有する病院・診療所に対し、
①院内助産所や助産師外来の設置のための施設や設備の整備に対する補助、②
院内助産所や助産師外来を開設しようとする医療機関管理者、医師や助産師等
の研修に対する補助、を行っており、加えて、潜在助産師等を対象に、臨床能力
の高い助産師を育成し、産科診療所への就業促進を図るため、最新の助産に関
する知識や技術に係る臨床実務者研修等への取組みや、平成20年度より新たに

地域毎に助産師確保や養成策、医療機関と助産所の連携について検討する助
産師確保ネットワークづくり等といった取り組みを進めております。

○「安心と希望の医療確保ビジョン」（平成20年6月）
・

 

厚生労働省では、地域医療や必要な医師の確保には、将来を見据えた改革が
必要であるため、昨年６月に「安心と希望の医療確保ビジョン」をまとめました。この
ビジョンでは、（１）医療従事者等の数と役割、（２）地域で支える医療の推進、（３）
医療従事者と患者・家族の協働の推進、などを明記しています。

○「地域医療の機能強化に関する関係閣僚会議」（平成20年12月）
・

 

政府として医師確保対策を一層強力に推進するため、文部科学大臣、総務大臣
など関係閣僚で構成される会議を昨年12月に設置しました。



• ジェネリック薬品の啓もう

 を政府はすべきである。医

 療費抑制策の制度だけを

 いじるよりこれが先決であ

 る。

○ジェネリック医薬品の普及について
・

 

厚生労働省では、後発医薬品の普及については、「平成２４年度までに後発医

 
薬品の数量シェアを３０％以上にする」という目標を掲げて、積極的に推進するこ

 
ととしています。しかし、後発医薬品については、例えば、その品質、供給体制、

 
情報提供体制に関する問題点が指摘されるなど、医療関係者等の信頼が必ずし

 
も高いとは言えない状況にあり、そのことが後発医薬品の普及が遅れている要因

 
の１つとなっているものと認識しています。

・

 

このため、後発医薬品に対する国民や医療関係者の信頼感を高めるため、平成

 
１９年１０月に「後発医薬品の安心使用促進アクションプログラム」を策定し、後発

 
医薬品の安定供給、品質確保、情報提供体制の強化等に関し、国及び後発医薬

 
品企業が行うべき取組を着実に進めているところです。

・

 

特に、平成１９年度から、①一般向けポスター・医療関係者向けパンフレット（Ｑ

 
＆Ａ）の作成、②厚生労働省ホームページにおける後発医薬品に関する取組の

 
紹介を行っており、今年度は、これらの取組に加えて、都道府県レベルでも、後発

 
医薬品の使用促進について検討するための協議会の設置を進めることとしてい

 
ます。

○無過失補償制度の充実について
・

 

産科医療補償制度については、安心して産科医療を受けられる環境整備の一

 

環とて、
①

 

分娩に係る医療事故により、脳性麻痺となったお子さん及びその家族の
経済的負担を速やかに補償し、

②

 

事故原因の分析を行い、将来の同種事故の防止に資する情報を提供す
ることなにより、紛争の防止・早期解決及び産科医療の質の向上

を図ることを目的として、平成２１年１月から運用が開始されます。

• 無過失補償制度の充

 実を図ってほしい。

８

• 救急搬送において、いわ

 ゆる「たらい回し」の事案

 が起きています。救急医療

 に関し、緊急の対策を講じ

 てほしい。

○救急医療に関する対策について
・

 

救急搬送の受け入れに時間を要した事案への対策として、平成１９年１２月以来、

 
数次にわたり、都道府県に対し、救急搬送受入体制の確保について必要な対策

 
を早急に講じるよう要請をし、そのために必要な予算措置をしております。

・

 

また、平成２１年度予算案においては、平成２０年６月の「安心と希望の医療確

 
保ビジョン」や１１月から開催している「周産期医療と救急医療の確保と連携に関

 
する懇談会」の議論等を踏まえ、地域全体で救急患者を円滑に受け入れられる

 
よう、受入実績等を踏まえた地域の中核的な病院が、病状に応じて患者を自ら受

 
け入れ、又は適切な医療機関へ紹介する体制の整備や、地域の診療所医師の

 
救急医療への参画を促すために必要な予算措置を新たに講じたところです。



「甘利大臣、鴨下大臣と語る
 

希望と安心の国づくり」
 （平成20年4月、内閣官房、経済産業省、環境省）

国民対話で出された意見・提案 政策等への反映状況

○

 

省エネルギー法の改正（平成２０年５月成立）
・

 

建築物に係る省エネルギー措置の届出等の義務付けの対象について、一定の

 

中小規模の建築物へ拡大するとともに、大規模な建築物に係る担保措置を強化

 

します。また、住宅に係る省エネルギー措置の届出の義務付けの対象について、

 

一定の中小規模の住宅へ拡大するとともに、大規模な住宅に係る担保措置を強

 

化します。また、住宅を建築し、販売する事業者に対し、省エネルギー性能の向

 

上を促す措置等を導入します。

○

 

窓の省エネ性能表示制度について（平成２０年４月）
・

 

省エネルギー性能の高い窓ガラスやサッシの普及を図り、消費者が窓を購入す

 

る際に断熱性能の高い製品を容易に選別できるように、その省エネ性能を星印

 

により等級表示する表示制度を開始しました。

○

 

税制の拡充について（平成２０年４月）
・

 

省エネ効果の高い窓等の断熱と空調、照明、給湯等の建築設備から構成され

 

る高効率ビルシステム等をエネルギー需給構造改革推進投資促進税制の対象

 

設備に追加しました。既存住宅において一定の省エネ改修（窓の二重サッシ化

 

等）を行った場合の省エネ改修促進税制を創設しました。

• 民生部門の対策が遅れて

 いる。建物の建て方により、

 省エネ化を進めるべきで

 はないか。

• 地球温暖化による影響が

 漠然としてわかりにくい。

 危機感を感じられるよう、

 わかりやすく示すべき。

○

 

地球温暖化による影響の普及･広報
・

 

地球温暖化による影響に関する最新の科学的知見や、我が国の温暖化対策、

 
影響への適応策などについてわかりやすくまとめたパンフレット「STOP THE 温

 
暖化2008」を作成し、平成20年７月に公表しました。

・

 

地球温暖化防止のための国民運動「チーム・マイナス６％」のホームページ

 
（http://www.team-6.jp/）や、各種イベントにおいて、地球温暖化による影響の広

 
報を行っています。

○

 

地球温暖化による日本への影響の研究
・

 

地球温暖化による日本への影響を研究し、その成果を『地球温暖化「日本への

 
影響」－最新の科学的知見－』としてまとめ、平成20年5月29日に公表しました。

 
我が国にも厳しい影響が現れることや、分野によっては特に脆弱な地域があるこ

 
とも定量的に明らかにされています。 ９
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